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令和４年４月から全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります 

 

食品関連事業者の皆様におかれましては、平素より農林水産行政にご理解と

ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

加工食品の原料原産地表示の義務付けについて、準備期間として設けられて

いた経過措置期間が令和４年３月末をもって終了し、令和４年４月からは、全

ての加工食品に必ず原料原産地を表示することが必要となります。 

このため、食品関連事業者の皆様におかれましては、経過措置期間終了時（令

和４年３月末）までに、新たな原料原産地表示への対応を確実に実施していただ

くようお願いいたします。 

なお、食品関連事業者の皆様が原料原産地表示を実施する際に参考となるマ

ニュアルや動画等のリストを、以下に掲載いたします。これから対応を進められ

る場合にはぜひご活用いただき、ご不明な点等ございましたら、下記の問い合わ

せ先にご連絡ください。 

 

【農林水産省ウェブサイト】 

・新しい原料原産地表示制度事業者向け活用マニュアル、マニュアル別冊、関係

規定集 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html 

 

・事業者向けオンラインセミナー（動画による説明） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html#webseminar 

 

・啓発チラシ「～食品事業者の皆様へ～全ての加工食品に原料原産地表示が必要

になります」（農水省作成） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/toiawase-6.pdf 

 



 

 

 

 


